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 雇用保険の基本手当の受給期間は、これまで原則離職日の翌日から１年以内でした。
2022 年 7 月 1 日より、事業を開始等した方が事業を行っている期間は、最大３年間受
給期間に算入しない特例を新設した為、要件を満たせば、仮に事業を休廃業した場合で
も、その後の再就職活動に当たって基本手当を受給することが可能になりました。 

▮離職後に事業を開始した方の雇用保険受給期間の 

 

       

 

社長が入れる 
労災保険のことなら 

「葛城経営研究会」 

詳しくは、 
06-6224-0480 まで！ 

 

 

7 月労務スケジュール 

トイプードルという犬種の

平均体重は約 3〜4kg とい

われているのですが、実家

で飼っている我が家の愛犬

は先日ついに体重が 7kg を

越えてしまいました。 

とにかく食いしん坊で、最

近は少し暑かったり寒かっ

たりするだけで散歩も行か

ないような怠け者なので当

然の結果ではありますが… 

折り返し地点も過ぎており

体調も心配ですが、少しで

も長生きできるように見守

っていきたいと思います。 

（浜井） 

・賞与支払届の提出 

（支給から 5 日以内） 

 

特例申請の要件 

① 事業の実施期間が３０日以上であること 
② 「事業を開始した日」「事業に専念し始めた日」「事業の準備に専念し始めた日」 

のいずれかから起算して３０日を経過する日が受給期間の末日以前であること。 
③ 当該事業について、就業手当または再就職手当の支給を受けていないこと。 
④ 当該事業により自立することができないと認められる事業ではないこと。 
⑤ 離職日の翌日以後に開始した事業であること。 

※離職日以前に事業を開始し、離職の翌日以後に事業に専念する場合を含む。 

<次の①〜⑤の全てを満たす事業であること> 

特例申請の手続き 

 

特例申請について（2022 年 7 月 1 日開始） 

       

特例の適用例 

 

離職日の２か月後に起業して３年６か月後に廃業したケース 

受給期間が残り３０日未満の日数で起業したケース 

 

 ※2022 年 6 月 30 日以前に事業を開始し、専念した場合は対象外です。 

【ハローワークより】 

 


